
「運行・整備管理者選任等届出書」に添付する書類と書き方 
 

「必要な書類」 

【運行管理者】 

運行管理者を選任される場合、選任届出書に加えて運行管理者資格者証が必要になります。 

 

  （例） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【整備管理者】 

整備管理者を選任される場合以下の２つの方法で選任することができます。 

1. 自動車整備士資格をお持ちの方は取得している技能検定の種類を確認できる書面(技能

検定合格証書又は自動車整備士手帳等)に加え、整備管理者選任届出書に添付する書類

が必要になります。 

 

  （例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「運行・整備管理者選任等届出書」に添付する書類と書き方 
 

2. 実務経験による選任を行う場合、整備管理者選任前研修修了証明書と 2年以上の実務経

験を証明する実務経験証明書に加え、整備管理者選任届出書に添付する書類が必要にな

ります。 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「選任届の書き方」 

選任届は提出用と控え用の２部用意してください。 

【表面】届出者の名称、住所、連絡先及び営業所の名称、住所、連絡先を正確に記入して

ください。保有している車両の種類、保有台数を記入してください。解任される場合は解

任される方の名前、解任年月日と解任理由を記載してください。 

 

 （例） 
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【裏面】選任届を記載する際はすでに選任されている方に加えて新たに選任される方の記

載内容を漏れなく記入してください。 

 

  （例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「運行管理者・整備管理者を選任又は解任した場合は、速やかに当該事業所、営業所等

を管轄する運輸支局長にその旨の届け出をしなければならない。」とされています。 

【運行管理者の場合】 

・旅客自動車運送事業者は１５日以内 

・貨物自動車運送事業者は、概ね７日以内 

【整備管理者の場合】 

   整備管理者を選任又は変更した場合は１５日以内 

                     申請は期限内に行うようにしてください。 

 

 


